
 

令和５年度自転車安全利用促進事業に対する区市町村補助金交付要綱実施細目 

 

５生安総第２３７号  

令和５年６月１日  

 

第１ 令和５年度自転車安全利用促進事業に対する区市町村補助金交付要綱（以下「要綱」

という。）第３条関係 

１ 点検整備が行われた自転車については、協会が規定する「普通自転車の点検整備基準」

に相当する基準を満たした状態であることを自転車整備業者が発行する書類等により確認

すること。 

 ２ ヘルメットの「別に定める安全基準を満たすもの」とは、以下のいずれかの認証等を受

けたものをいう。 

（1）一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク 

（2）公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク 

（3）欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク 

（4）ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク 

（5）米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク 

（6）その他（1）から（5）までに類する認証等を受けたマーク等が付与されたもので、知事

が認めるもの 

 

第２ 要綱第６条関係 

１ 「知事が必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認ができるもの」とは、次に掲

げる経費をいう。 

（1） 領収書、請求書、内訳書、納品書、契約書、引渡し書、口座振込依頼書等の書類によ

り確認できる経費 

（2） 預金通帳、現金出納簿類により確認できる経費 

２ 次に掲げる経費については、交付の対象としない。 

（1） 販売・転売などの目的で保有する自転車の点検整備に係る経費 

（2） 区市町村職員の給与等に相当する経費、職員旅費、飲食費 

（3） 他の補助金等の交付を受けている経費 

（4） ヘルメット購入助成事業において助成券等を用いる場合、当該助成券を印刷、こん包

及び配送する経費 

 

第３ 要綱第７条関係  

１ 「別に定める申請期間」については、別表「申請期間」のとおりとする。 

ただし、知事が認める場合には、上記期間外の提出を受け付ける。  

 ２ 自転車点検整備支援事業の補助金交付申請書兼事業計画書の作成に当たっては、点検整

備する自転車台数を点検整備計画として記し、点検整備の定着と効果的な事業の運営を図

ることとする。 

 ３ 自転車乗車用ヘルメット購入助成事業の補助金交付申請書兼事業計画書の作成に当たっ

ては、購入助成を行うヘルメットの個数を購入助成計画として記し、ヘルメット着用の促



                    

進と効果的な事業の運営を図ることとする。 

４ 補助金交付申請書兼事業計画書に添付する「必要な書類」とは、当該区市町村の補助金

交付要綱、仕様書、見積書等使途、単価、規模等の確認ができるものをいう。事業の全部

又は一部を専門業者に請け負わせ又は委託する場合、経費が1,000千円を超えるときは、

原則として複数の業者から見積書を徴収し、添付すること。 

 

第４ 要綱第９条関係 

   自転車安全利用促進事業の補助金交付決定額は、第３の２で規定する計画台数に点検整

備１件当たりの都補助限度額を乗じた額を基準とする。 

   なお、当該計画台数が2千台を超える場合は、１区市町村当たりの補助限度額から自転

車点検整備支援事業の補助金交付決定額を減じた額を基準とする。 

 

第５ 要綱第15条関係 

「必要な書類等」とは、納品書、請求書、領収書等使途、単価、規模等の確認ができる

ものをいう。 

 

第６ 要綱別表関係 

１ 要綱別表１「補助対象経費等」(1)ウに規定する「別に定める経費」とは、以下のとおり

とする。 

（1） 区市町村が事業を運営するに当たり助成券等を用いる場合、当該助成券を印刷、こん

包及び配送する経費 

（2） 区市町村が事業の全部又は一部を専門業者に請け負わせ又は委託する場合、当該契約

に係る経費 

（3） 区市町村において運営するレンタサイクル事業等に用いる自転車の点検整備に係る経

費 

   なお、当該自転車が点検整備されている旨を周知することとする。 

 ２ 別表「補助対象経費等」(2)イに規定する「その他、区市町村において自転車点検整備を

促す普及啓発を行う経費」とは、以下のとおりとする。 

（1） 区市町村が自転車の点検整備を普及啓発する内容を含んだリーフレット等を印刷、こ

ん包及び配送する経費 

 （2） 区市町村が自転車の点検整備を普及啓発する内容を含んだ啓発品を購入する経費 



                    

別表「申請期間」 

 

 申請期間 

第１回募集 令和５年４月14日（金曜日）から令和５年４月28日（金曜日）まで 

第２回募集 令和５年５月18日（木曜日）から令和５年５月31日（水曜日）まで 

第３回募集 令和５年６月16日（金曜日）から令和５年６月30日（金曜日）まで 

第４回募集 令和５年７月18日（火曜日）から令和５年７月31日（月曜日）まで 

第５回募集 令和５年８月18日（金曜日）から令和５年８月31日（木曜日）まで 

第６回募集 令和５年９月15日（金曜日）から令和５年９月29日（金曜日）まで 

第７回募集 令和５年10月18日（水曜日）から令和５年10月31日（火曜日）まで 

第８回募集 令和５年11月17日（金曜日）から令和５年11月30日（木曜日）まで 

第９回募集 令和５年12月15日（金曜日）から令和５年12月28日（木曜日）まで 

第10回募集 令和６年１月18日（木曜日）から令和６年１月31日（水曜日）まで 

 


